
令和４年度 第１回長野市総合教育会議

教育機会確保法に基づく
民間施設・団体との連携について

・不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ，個々
の状況に応じた必要な支援
・国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携 など

「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく，
社会的に自立することを目指す

教育支援センター（中間教室），不登校特例校，民間施設，ICTを活用した学習支援など多様

な教育機会を確保 など

平成2８年12月14日公布【通称：教育機会確保法】
【義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律】

令和元年10月25日
【不登校児童生徒への支援の在り方について（文部科学省通知） 】
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※ ①～④以外の不登校児童生徒 320人

多様な居場所の利用状況（長野市）

令和３年度の状況

④ 校内別室 350人

（相談室・保健室等）

① 市中間教室 79人

（教育支援センター）

② 民間施設 32人

③ 自宅ICTの活用 28人

２



市中間教室（教育支援センター）

市内７カ所※６教室が開室
東北中間教室 120㎡（古里支所内）
三輪中間教室 80㎡（元教員住宅）
南部中間教室 60㎡（市教育センター別館）
ふれあい学級 190㎡（犀陵中隣接）
川中島中間教室 150㎡（元教員住宅）
篠ノ井中間教室 200㎡（元労基署）
かがやき教室※（豊野支所内）※閉室中

➀長野市中間教室（公的機関）の状況

R3年度 79名登録
※定員60名程度

・10名の指導員（教員免許保有）が支援

※中間教室適応指導員 ６名 ＋ 巡回適応指導員 ４名

・定員は１教室で10名程度

・9:00～15:00開室※個別の日課表により活動

※ 定員をこえて、更に年40～60件ほど見学・問い合わせがある

３



三輪中間教室 ※県立大学南西の住宅地

➀長野市中間教室（公的機関）の状況 ４

・元教員住宅（一軒家）
・３DK（80㎡）
・小学3年～中学3年が利用
※ R3年度は6月時点で11名
が利用→更に希望者はいる
が定員に達しているため、
その後は受入れられず



②民間施設・団体との連携状況

【長野市児童生徒の民間施設･団体の利用状況】※R4.６月現在 17団体

フリースクール関係 市内 ４カ所 市外 ３カ所
居場所 市内 ２カ所
放課後等デイサービス 市内 ４か所
メンタルクリニック 市内 １か所
親の会 市内 ２カ所 市外 １か所

教育機会確保法（平成28年12月公布 平成29年2月施行）

平成28・29年度 民間施設利用による出席扱い

平成30年度 民間施設・団体の視察や情報共有 （ 4団体）

令和 2年度 民間施設・団体との情報交換会開催（ 1団体）

令和 3年度 民間施設・団体との情報交換会開催（15団体）

民間施設（フリースクール等） R3年度 32名利用

５



②民間施設・団体との連携状況
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民間施設・団体との情報交換会（年3回）
不登校児童生徒への支援の在り方を学び合い，支援ネット
ワークの構築による連携推進

利用者数が増加

【情報交換会でのご意見】
・官民、民民のネットワークが広がり，支援も
拡充されてありがたい。

・不登校は多様であり，受け皿が多様になるこ
とで必要な支援を受けやすくなっていく。

・苦しんでいる保護者もたくさんいる。保護者
まで情報が届くようになるとよい。

・教育機会確保法の周知と理解が教育関係者や
保護者に広がることで、子どもの見方が変わ
り、自立に向けた支援が受けやすくなる。

・教育委員会として，各校への周知や教職員へ
の研修をしていただけるとありがたい。

６



・授業のオンライン配信を活用した学習
・動画サイトを活用した学習
・プリントやドリル教材を使った学習
・オンライン教材を使った学習

自宅におけるICT等の活用

ICT（コンピュータやインターネット，遠隔教育システ
ムなど）や，郵送，FAXなどを活用した学習活動

③自宅におけるICT等の活用状況

R3年度 28名利用

・訪問等による対面指導を適切に実施
・市中間教室や民間施設等での相談・指導を受けることができるよ
う段階的に調整
※自宅にひきこもりがちな期間が長期化しないよう留意

７

授業のオンライン配信



④校内別室の状況

校内別室（相談室・保健室等） R3年度 350名利用

・相談室、保健室、職員室、特別支援学級等

・教室不適応傾向の児童生徒も利用

・県からの加配教員有（半日or1日）の学校

小11校 中15校 計26校/79校
校内中間教室で学習

・落ち着いた環境で個々のペースに合わせた学習

・教室での活動も自ら選択して参加

・1人１台端末を活用した学習支援

（授業のオンライン配信やデジタルドリル等）

８



【学校以外の子どもの居場所 施設・団体一覧の活用】
市立小・中学校へ配付し支援会議等で紹介 ※長野市HPにも掲載

保護者への情報提供の状況

施設・団体ごとに方針や活動，アピールポイント，対象者，費用等を掲載

保護者に多様な居場所の情報を提供

９



課題と今後の方針 10

課 題

①市中間教室
・受入れ可能人数が少ない
・活動に制限がある
・小中学生が一集団で活動

②民間施設
・費用負担がある

③自宅ICT活用
・外部との関わりが少ない

今後の方針

・受け入れ人数の拡大
・多様な活動ができる施設
・年齢に応じた複数集団で活動

・低所得者層への配慮のため
費用負担のない公的な居場
所を充実

・自宅が長期化しないよう、
段階的に外部との関わりが
もてる支援の継続
例)市中間教室による行事開催

市
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